
給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収の決定・変更通知書（納税義務者用）

税額控除所得割④

税 額 控 除 額 ⑤ 　６月　

均 等 割 額 ⑦ 　８月　

税額控除所得割④ 　９月　

税 額 控 除 額 ⑤ １０月　

所 得 割 額 ⑥ １１月　

均 等 割 額 ⑦ １２月　

　1月　

２月　

1 ３月　

（摘要） ⑤のうち、寄附金税額控除額    市  ３５，６８０円   県  ８，４２０円 ４月　

住宅借入金控除額    市  ７３，０４０円   県  １８，７６０円 ５月　

個⼈住⺠税減税控除済額 ２０，０００円 控除外額 ０円

確定申告の内容が、申告時期・内容により、この通知に反映していない場合があります。
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↑ ※この場合、市の個人住民税減額控除済額は 16,000円

保育料の概算を算定する場合の市民税の所得割額は、市民税の「税額控除割④」-「Ａ.個人住民税減税控除額（市）」に6/8を乗じた金額になります。

※以下の表は扶養者１名分もあり2人分の減税控除済額になっています。（10,000円／人の内訳は市8,000円、県2,000）

今回の例では、(182,560-16,000)×6/8＝124,920円となります。

保護者（原則、父と母）の所得割額を足したもので保育料を算定しますので、配偶者の市民税の所得割額が0円の場合、保育料は「利用者負担額表」の

階層Ｃ9に該当し、軽減対象でなければ、32,000／月となります。


